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案 件 

枚方市人材育成基本方針の中間見直しについて 

 

人事課・総合政策部ＤＸ推進課 
 

１． 政策等の背景・目的及び効果 

令和３年３月に改定した枚方市人材育成基本方針については、取り組みの継続性、発展性を確 

保するという観点から、計画期間を７年としています。 

令和５年12月に国から、「人材育成」に加え、「人材確保」、「職場環境の整備」を総合的に 

推進する観点、また、「デジタル人材の育成」に係る留意点も踏まえた、「人材育成・確保基本 

方針策定指針」が示されたこと、また、この間の本市における人事諸制度の見直しや、職員アン 

ケートの結果も考慮し、人材育成基本方針の中間見直しを行うものです。 

また、あわせて、ＤＸ人材の育成に係る本方針の関連計画として、既存計画の情報スキル向上

計画を見直し、「枚方市デジタル人材育成計画」として策定するものです。 
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２．内容 

改訂に係る主なポイント 

本方針の基本的な考え方は継続しながら、以下の内容等について記載します。 

① リスキリング・スキルアップ  改  

新たな政策課題や複雑・多様化する行政課題に対応し、行政サービスの向上を図っていくた 

めに、職員としてその時々に必要とされる能力を身に付け（リスキリング）、知識・技能を向 

上（スキルアップ）していく機会を創出する必要があることから、毎年度、研修メニューを検 

証し、より効果的な研修手法を提供することを追記します。 

② キャリア形成  改  

職員の意欲を向上させ、自らの業務にやりがいを感じ、職員の主体的な業務遂行や自発的な 

能力開発を促進するため、自らが思い描くキャリアの実現に向けた意欲の向上を図ることを目 

的として、職員が自らのキャリアについて考える機会を適宜提供することを追記します。 

③ 管理職員による人材育成  改  

 職員の育成や意欲向上のためには、職員の創造性が発揮できる職場風土や、積極的に挑戦で 

きる組織風土の醸成が重要であることから、管理職員による人材育成の視点を持った積極的な 

コミュニケーションや期待する役割の共有化の必要性を追記します。 
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④ デジタル人材の育成  新  

本方針では、全庁的にＤＸを推進し、組織変革を進めていくため、「デジタル人材の定義」 

として、それぞれの職制・区分ごとに果たすべき役割を設定します。今般、高度専門人材、Ｄ 

Ｘ推進リーダー、一般行政職員ごとに想定される人材像や役割の明確化を図り、育成等を推進 

するため、「枚方市デジタル人材育成計画」を策定します。 

⑤ 多様な人材の確保  改  

   限られた人材で多様な行政課題に的確かつ持続的に対応していくためには、様々な経験や知 

識・技能を持った人材の確保が求められることから、本市における公務の魅力を広く発信する 

とともに、職員採用試験の手法や応募要件等について、実情に応じて毎年度検討することを追 

記します。 

⑥ エンゲージメントの向上  新  

     組織力の向上や人材の定着を図るため、職員一人ひとりがその能力を最大限に発揮し、自 

らの業務にやりがいを感じ、意欲をもって働くことのできる職場環境の整備が重要です。その 

ためには、職員が組織についてどのように捉えているのか「エンゲージメント」を把握すると 

ともに、その向上に向けた効果的な取り組みを進めることを記載します。 
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３．実施時期 

令和７年３月改訂予定 

 

４．総合計画等における根拠・位置付け 

総合計画 計画の推進に向けた基盤づくり 

計画推進３ 持続可能な行財政運営を進めます 
 

５．関係法令・条例等 

地方公務員法 

 

６．その他 

添付資料 １）枚方市人材育成基本方針（改訂案） 

     ２）枚方市デジタル人材育成計画（案） 

     ３）人材育成基本方針理解度・到達度確認アンケート集計結果 
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枚方市人材育成基本方針 

令和３年３月 

（令和７年３月改訂） 

枚方市 

  

 

一人ひとりの考量と行動で、ひらかたを最高のまちに 

～ すべての仕事はだれかのために Always Challenging ～ 
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  はじめに 

 

「枚方市人材育成基本方針」の改定 

 

 前人材育成基本方針は策定から８年が経過しており、その間、社会

環境は大きく変化しました。そういった変化に柔軟に対応できる人

材の育成に向けて、人材育成基本方針を改定するものです。 
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「枚方市人材育成基本方針」の改定 

 

項目                       

 

 

１．背景 

２．方針の位置づけ 

３．改定にあたって 
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０１．人材育成の基本的な考え方 

 

 

 

 

  

1.背  景  

1.背景                       

前人材育成基本方針は、中核市移行後の権限移譲や、任用形態の多様化へ対

応するため、平成 25年（2013 年）に策定しました。 

その後、本市は中核市へと移行し保健所業務など専門性の高い新たな業務

を担うこととなった他、少子高齢化に伴う人口減少、また市民ニーズの多様

化・高度化、デジタル化の急速な進展、さらには新型コロナウイルス感染症の

感染が拡大するなど、本市を取り巻く社会環境は大きく変化しています。 

また、人口減少社会に向けた地方創生という観点では、国が地方公共団体に

おけるＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）達成の取り組みを推進しており、今後

はＳＤＧｓの理念も踏まえながら、本市における組織開発や人材育成を進め

ていく必要があります。 

このような状況の中で、今後、市民サービスを低下させることなく枚方市の

持続的な発展をめざし、社会の変化に迅速且つ的確に対応できる人材育成を

図るため、今後の市職員に求められる資質・能力（行動指針）を新たに設定す

るとともに、これまでの公務職場における人材育成という観点だけにとらわ

れることなく、民間企業等における人材育成の基本的な考え方や理念等も参

考にしながら、人材育成基本方針を改定することとしました。 
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2.方針の位置づけ 

2.方針の位置づけ                      

分野別行政計画 分野別行政計画 

枚方市 

人材育成基本方針 

第 5次 

枚方市総合計画 

（基本計画） 

≪方針の位置づけイメージ≫ 

 人材育成基本方針は、第５次枚方市総合計画（基本計画）における「計画の

推進に向けた基盤づくり」のうち、「効率的・効果的な市政運営」の取り組み

の方向、主な取り組みに定められている「人材育成の推進」について、その具

体策を定める分野別行政計画に位置付けられるものです。 

 各分野別行政計画は、基本目標等の実現に向けて、施策目標や取り組みの方

向の具体策を定めるものですが、人材育成基本方針は、すべての職員に共通す

るものとして、各分野の枠を超えて横断的に関わり、職員一人ひとりの成長を

支えるものとなります。 
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3.改定にあたって 

3.改定にあたって                      

改定にあたっては、職員の人材育成に関する意識等を把握するための職員

アンケートを実施するとともに、若手職員とのディスカッションを行うな

ど、より職員に分かりやすく、浸透するような方針となるよう検討を進めて

きました。 

また、これまでの公務職場における人材育成という観点だけに捉われるこ

となく、民間企業や外部有識者からそれぞれの人材育成や組織マネジメント

の基本的な考え方を聴取しました。 

さらに、様々な職種から選出された職員によるプロジェクトチームを庁内

に設置し、被育成職員の思いや、経営層からの期待の双方向の視点で、職員

のあるべき姿、必要となる資質・能力などについて議論を進めてきました。 

現状の主な課題、外部からの主な助言は次頁のとおりです。 
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〇現状の主な課題・外部からの主な助言 

 

  

3.改定にあたって 

当事者意識や仕事への納得感の

低下、世代を超えたコミュニケー

ション不足、仕事の目的意識や根

拠の認識不足、職員の意欲や成

果の評価への反映など 

主な意見（アンケート） 

自分の仕事が市民サービスに寄与して

いるという意識不足、建設的・前向き

な思考のある職員の減少、仕事に対す

る納得感の低下、不測の事態への対応

力の欠如など 

主な意見（チーム会議） 

組織横断的な意識、他者への尊重、協調の

気持ちを持った議論、衆知の結集 

「果たすべき役割は何か」と自らに問いか

け、あらゆる行い・仕事がすべて自分の成

長につながるという精神 

熱意は人を動かす。「なぜするのか」を常に

問い、目的意識を醸成 

仕事を通した自分自身の「納得する人生」

の創出 

外部からの主な助言 

「市民のため」の本質の見極め、中長期的

な人材育成、危機事象時の市民最優先の

意識醸成、公民連携・外部人材活用の視

点、管理職の意識のあり方など 

※職員個人に求められる主な資質（「判

断・決断力」「コミュニケーション能力」「課

題発見・解決力」「情報収集力」「データ利

活用力」「積極性」） 

主な意見（アンケート） 

≪検討体制≫ 

変化への抵抗感の解消、本方針

における理念の浸透、未来を見

据えた人材育成、人材育成の効

果検証、職員が成長できる職場

風土づくり、職員のやる気を生か

せる環境づくりなど 

外部からの主な助言 
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アンケートにおいて、仕事にやりがいを感じていると回答した職員は約８割（79.7％）

でしたが、一方で、やりがいを感じられていない理由として、自身の仕事が評価されてい

ない、適性や経験が活かせないといった回答が多くありました。 

職員がやりがいをもって仕事をすることができるよう、評価制度や職員提案制度などの

人事諸制度を充実することで、職員のモチベーションや納得感の向上に取り組みます。 

〇アンケート結果から見出された現状の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.7%

68.0%

16.3%

3.4% 0.6%

Q 仕事にやりがいを感じていますか？

１.非常に感じている

２．感じている

３．あまり感じていない

４．ほとんど感じていない

５．無回答５．無回答

人材育成に関する職員アンケートより 

～仕事のやりがい（モチベーション）について～ 

 

理由＜TOP３＞ 

仕事の内容に興味や関心を持って取り組んでいるから （17.4％） 

職場のメンバーと協力し合ってできる仕事だから （14.6％） 

自分自身の能力や知識を十分に活用することができるから （14.2％） 

理由＜TOP３＞ 

仕事のプロセスや成果が評価されにくい  （15.4%） 

自分の適性や経験が活かせない        （12.3％） 

マンネリ気味で発展性が感じられない    （12.3％） 

 

１．非常に感じている 2．感じている 

３．あまり感じていない 4．ほとんど感じていない 

3.改定にあたって 
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アンケートにおいて、職場での人材育成の取り組みが適切に行われていると回答した職

員は約８割（78.4％）となりました。一方で、取り組みが適切に行われていないと回答

した理由として、目的意識が共有されていない、コミュニケーションが十分でないといっ

た回答が多くありました。 

目標や課題を共有し、組織課題に全庁的に対応することができるような研修メニュー等

を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.9%

63.5%

17.0%

2.7% 1.9%

Q （質問内容要約）あなたの職場では、目的意識の共有、学

びあう職場環境づくり、OJTや職場研修による育成の取り組

みが適切に行われていると思いますか。

（回答対象：課長代理以下の職員）

１．適切に行われている

２．どちらかといえば

適切に行われている

３．どちらかといえば

適切に行われていない

４．適切に行われていない

５．無回答５．無回答

人材育成に関する職員アンケートより 

～職場での人材育成の取り組みについて～ 

理由＜TOP３＞ 

組織（部・課等）としての目的意識が共有されていない               （41.7%） 

積極的にコミュニケーションが取れる風通しのよい職場環境ではない  （21.4％） 

ＯＪＴや職場研修が行われない                                  （15.5％） 

 

3．どちらかといえば 

適切に行われていない 
４．適切に行われていない 

3.改定にあたって 
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第１章 

 

人材育成基本方針の主柱 

 

様々な行政課題に対応しながら市民サービスを向上させていくた

めには、職員一人ひとりが能力を高め、組織力・行政力を向上させて

いくことが不可欠です。 

そのため、「職員のあるべき姿」を定め、これを実現していくために

職員としてとるべき行動等を示した「職員の行動指針」を設定し、基

本的な考え方に沿って人材育成に取り組みます。 

 

９ 15
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人材育成基本方針の主柱 

 

項目                       

 

 

１．人材育成の基本的な考え方 

２．方針の構成・計画期間・進捗管理 

３．理  念 

４．職員のあるべき姿 

５．職員の行動指針 

１０ 16
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≪人材育成の基本的な考え方イメージ≫ 

Whyを考える 目的意識の再認識により 

納得・やりがいへ 

職員個人に加え 

組織における風土づくり 

０１．人材育成の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成の基本的な考え方として、職員一人ひとりの努力や研鑽が、「全

力」でやり遂げる力へと結びつくよう、改めて自分たちの仕事が「だれのため

の仕事であるか」といった目的意識を再認識し、「誠意」を持った行動をとる

必要があります。 

また、すべての仕事が市民や事業者につながっているという認識に基づけ

ば、職員は自ずと、現状維持ではなく未来に向かって常に改善・見直しを行う

という、仕事への原動力となる「熱意」が生まれるものと考えています。 

改善・見直しには必ず変化を伴いますが、そういった目的意識があれば、変

化に立ち向かう「挑戦」の意識も芽生えてくるものと考えています。 

そういった職員個人としての意識改革、行動変容に加え、組織（枚方市役

所）における職場の風土づくり、機運の醸成も進めていきます。 

  

誠
意 

 全
力 

１．人材育成の基本的な考え方 

1.人材育成の基本的な考え方                      

これはだれの 
ための仕事？ 

市民のため 

枚方市のため 

挑
戦 

熱
意 

17
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令和3年度

中間見直し

（令和７年３月
実施）

令和9年度

計画期間（7年） 

人材育成基本方針の基本的価値観や目的を示すもの 

理念を具現化する職員としてのあるべき姿を示すもの 

職員のあるべき姿を実現していくために求められる 
基本的な能力・資質を行動指針として示すもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成基本方針の構成は、「理念」、「職員のあるべき姿」、「職員の行動指

針」の３階層とし、上図のとおりとします。 

なお、方針の期間は、方針に基づく取り組みの継続性、発展性を確保すると

いう観点から７年と定め、社会情勢等の変化に柔軟に対応します。 

また、方針を効率的・効果的に推進していくためには、取り組みの進捗状況

を適切に把握することが必要であるため、定期的に職員アンケートを実施し、

職員のあるべき姿に対する到達度を成果指標として設定して進捗管理を行い、

必要に応じて中間見直しを行います。 

 

 

 

 

  

 

本方針の改定後３年が経過し、計画期間の中間年度である令和６年度に、職

員アンケートの結果等を踏まえ、一部見直しを行いました。 

 

  

理念 

職員のあるべき姿 

職員の行動指針 

人材育成基本方針の構成 

２．方針の構成・計画期間・進捗管理 

２．方針の構成・計画期間・進捗管理                      
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市民サービスの向上を図り、市民の幸せを支えることは、職種、職制、職場

などにかかわらず、すべての市役所職員に求められるものです。この人材育成

基本方針は、すべての枚方市民のためにより良いサービスを提供できるよう、

職員の成長の指針を示したものです。これまで以上に複雑化する社会に対応

し、組織としての目標を達成するためには、一人ひとりが組織目標の内容や組

織としての信念を理解して仕事を行うことが重要です。 

すべての職員が同じ方向に向かって人材育成の取り組みが行われるよう、次

のとおり人材育成を行う目的を理念として設定し、この考え方を根本として人

材育成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所における人材育成の目的は、市民や市に関わるすべての人のため、職

員の成長によって「最高のまち」をつくることです。職員一人ひとりが市職員

の原点をしっかりと認識して業務にあたり、今の状態から、さらに良い市民サ

ービスにつなげるために、仕事の背景を踏まえながら、常に考え行動していく

ことができるよう理念を定めています。 

この心構えを理解し、すべての職員が一体感を持つとともに、一人ひとりが

個性・強みを生かして職務に取り組むことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．理  念 

【理念】 

一人ひとりの考量と行動で、ひらかたを最高のまちに 

～ すべての仕事はだれかのために Always Challenging ～ 

３．理  念                      
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「最高のまち」の定義は、人それぞれで異なり、年代や環境によっても様々です

が、ここでいう「最高」とは、他市と比較をして１番を目指すということではなく、過

去の枚方市との比較における「最高」の状態となり、市に関わる人に「枚方市は昔

より良くなった」と実感していただけるよう、常に今日は昨日よりも良くなり、明日は

今日よりも良くなるということを心がけ、「最高の枚方市」を目指し続けることを意

味します。 

そのためには、職員一人ひとりが市職員としての責任感と誇り、また「市民のた

め」の仕事にやりがいを持って、市民ニーズに向き合い、改善を積み重ねることが

できる人材を育成し、現状にとどまらず、組織の目的に合わせて前進していく市役

所組織へと成長していくことが必要です。 

現状から、さらに良い行政サービスにつなげるために、日々「ありたい市・市役所

はどういう状態か？」を考え行動していくことの積み重ねが、行政水準を高め、「最

高のまち」への発展につながります。 

【“最高のまち”とは】 
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枚方市に関わるすべての人のために誠意を持って全力を尽くす職員 

市民や事業者から信頼される枚方市の職員として、使命感をもって果たすべ

き役割を認識し、枚方市に関わるすべての人、事柄に対して、職員一人ひとり

が持てる力を存分に発揮し、全体の奉仕者として誠意を持って全力で職務を遂

行する職員であることが必要です。 

 

熱意を持ち、自ら考え行動する職員 

熱意はすべての行動の原動力となります。資質・能力があっても、熱意がな

ければ何も成し遂げられません。すべての事柄を自分のこととして考え、行動

する職員であることが必要です。 

 

変化・変革を恐れず、未来に向かって挑戦する職員 

前例踏襲にとらわれず、改善の思考をもって仕事に取り組み、世の中の変化

や変革に柔軟に対応し、枚方市の未来を創造・デザインするなど、常に挑戦の

気概を持つ職員であることが必要です。  

変化・変革を恐れず、 

未来に向かって挑戦する職員 

４．職員のあるべき姿 

職員の 
あるべき姿 

誠意 

全力 

枚方市に関わるすべての人のために 

誠意を持って全力を尽くす職員 

熱意 
熱意を持ち、 

自ら考え行動する職員 

挑戦 

４．職員のあるべき姿                      

・ 
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「すべての仕事はだれかのために」の「だれか」がだれを指すのかは、各部門や

職員により異なります。枚方市民に限らず、枚方市で事業を営む方や枚方市を訪

れた方、あるいは枚方市職員や自分自身が当てはまる場合もあります。もちろん、公

務員は「全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない（憲法 15 条 2 項）」た

め、特定のだれかのため“だけ”の仕事とならないよう注意は必要です。 

市役所の仕事は、一見単純で目立たない仕事でも、だれかのもとへつながって

いる非常に重要な仕事です。職員には、漫然と仕事を行うのではなく、この仕事は

何につながっているのかということを、常に考えることが求められます。 

【“すべての仕事はだれかのために”とは】 
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「職員のあるべき姿」に近づき、これからの時代の変化に対応していくた

め、職員一人ひとりが、現状を認識し、枚方市の職員として将来に向かってど

のように行動すべきかということを明確にした「職員の行動指針」として、下

記のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５．職員の行動指針 

行動指針１ 「市民感覚」 

市民感覚を持ち、市民に寄り添って対話すること 

行動指針２ 「責任・倫理」 

責任感と高い倫理観を持ち、職務を全うすること 

行動指針３ 「目的意識」 

目的意識を持ち、自分事として行動すること 

行動指針４ 「公務・成長」 

公務員としての役割を認識し、成長し続けること 

行動指針５ 「傾聴・協調」 

相手の意見を傾聴し、思いやり・協調を重んじること 

行動指針６ 「全員経営」 

全員経営の視点を持ち、周囲に自ら歩み寄り衆知を結集すること 

行動指針７ 「言語化」 

自らの考えを言語化し、根拠を明らかにして物事を進めること 

行動指針８ 「デザイン」 

新たな発想・アイデアで、枚方の未来をデザインすること 

５．職員の行動指針                      
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市民感覚を持ち、 

市民に寄り添って対話をすること 

５．職員の行動指針 

責任感と高い倫理観を持ち、 

職務を全うすること 

職員としてふさわしい言動・行動をとり、説明責任を果たさなければ、

市民からの信頼を得ることはできません。市民の方に、自身の業務につい

てその意義を理解したうえで説明できるよう、高い倫理観と責任感をもっ

て職務を遂行する必要があります。 

人口減少、少子高齢化社会においても、市民満足度の高いサービスを提

供するためには、効率的かつ効果的な行政運営に取り組む必要があるとと

もに、常に市民感覚と市民の目線をもち、市民ニーズを的確に把握しなけ

ればなりません。そのためには、市民との相互理解を進めるための「対話」

を行う必要があります。 
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５．職員の行動指針 

目的意識を持ち、 

自分事として行動すること 

今後、大きく社会が変化していく中で、それらに適切且つ迅速に対応し

ていくためには、受け身の姿勢ではなく、何事にも目的意識を持って、自

分事として考え、積極的に新たな取り組みに挑戦していく行動を起こすこ

とが求められます。また、各職員が目的意識を持って仕事を行うためには、

経営層から管理職、監督職、一般職員へと、仕事を任せるにあたってその

目的を丁寧に共有することが大切です。一般職員も、目的が不明瞭な場合

は確認するなど、積極的に自分事として取り組む姿勢が求められます。 

公務員としての役割を認識し、 

成長し続けること 

全体の奉仕者である公務員としての役割を認識し、担当業務に関する知

識に加え、世の中の動きに応じて新しい知識や必要な技術を身につけ活用

できるよう、日頃から自己研鑽を図り成長していくことが必要です。 
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５．職員の行動指針 

相手の意見を傾聴し、 

思いやり・協調を重んじること 

働きやすい職場風土を醸成し、人材育成を行うには、お互いを尊重しあ

い、協調の気持ちを持って良好なコミュニケーションを行うことが必要不

可欠です。 

だれにでも協調的で思いやりのある態度で接し、常に相手の意見・気持

ちに寄り添い傾聴するなど、市民、事業者、職員間で十分な意思疎通を図

り、協働することが必要です。 

全員経営の視点を持ち、周囲に 

自ら歩み寄り衆知を結集すること 

「全員経営」とは、職員一人ひとりが組織の目標や目的を理解し、中長

期的・多角的な視点も踏まえて物事を考え、組織をよりよくするために、

組織の一員として自らの役割を果たすことです。 

様々な課題を解決するためには、あらゆる困難等にも率先して取り組

み、周りの職員や関係者と連携・協働する必要があります。同僚や他部門

の職員に自ら歩み寄って「対話」し、職員一人ひとりの能力を効果的に発

揮することで職員の成長に繋がり、組織力を向上させることができます。 
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５．職員の行動指針 

自らの考えを言語化し、 

根拠を明らかにして物事を進めること 

「言語化」とは、自分の考えを整理して表現し、相手に伝わるまでの一

連の流れを意味します。 

現状の課題や、今後想定される問題などに対して適切に対応するために

は、自らの考えや知識、経験等を明確に言語化して共有し、お互いの意図

や考えをすり合わせて物事を進めていくことが大切です。 

また、最新の社会情勢を的確に把握し、それらの情報を分析・研究し数

値的根拠を基に、事業目的を明らかにすることで、多様化する市民ニーズ

に沿った効果的な行政サービスに繋げる応用力も必要です。 

新たな発想・アイデアで、 

枚方の未来をデザインすること 

働き方改革やスマート自治体への転換など、自治体を取り巻く環境は常

に変化しています。そのような状況においては、現状を維持していくだけ

ではなく、課題は何か、それを解決するためにはどのような手法が有効な

のかなど、常に将来の枚方を見据え、問題意識を持つことが必要です。前

例に捉われることなく、AI では不可能な、人にしかできない柔軟な発想

で斬新なアイデアを生み出し、より価値を生み出せる仕事をし、枚方の未

来をデザインすることが必要です。 
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職員のあるべき姿のひとつとして、「枚方市に関わるすべての人のために誠意を

持って全力を尽くす職員」を掲げていますが、「全力」と聞くと、自らを省みずに長

時間働くことをイメージするかもしれません。 

もちろん、地方公務員法には、全力で職務を遂行しなければならないと示されて

いますが、全力を尽くすとは、自らを省みずに長い時間を費やすことではありませ

ん。 

では、「全力」とはどういう状態を指すのでしょうか。 

もちろん、自分の行動を振り返ったときに後悔しないでやり切ることでもあります

が、皆さんは「全力疾走」と聞いて、短距離を最速で走る人と、マラソンのように長

距離を走る人のどちらをイメージするでしょうか。ほとんどの方が、短距離走をイメ

ージしたのではないかと思います。 

仕事においても、「全力疾走」のイメージで考えてみてください。定められた勤務

時間内に効率的に仕事を終えることができるように取り組むことこそが、求められ

る「全力」での職務遂行の形です。 

ワーク・ライフ・バランスを充実させるためにも、オンオフのメリハリのついた働き

方を目指して、効率的・効果的に業務を遂行するためにどうすればいいのかを考

え、取り組んでいきましょう。 

【“全力”とは】 
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第２章 

 

人材育成の取り組み 

 

 行動指針を実践し、あるべき姿に近づくよう成長していくために

は、組織目標を共有し、全庁的に計画的な人材育成を行わなければ

なりません。 

また、職員がその時々の社会情勢に対応する能力や公務員として

の基礎的な能力を長期的・継続的に習得できるような人材育成を、

人材育成部門を基本としながら、各部署が主体的に行うなど全庁的

に進めていきます。 
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2４ 

人材育成の取り組み 

 

項目 

 

 

１．職員のあるべき姿に向けた意識改革への育成の主な取り組み 

２．職員のあるべき姿の実現のための人事諸制度の改編 
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人材育成基本方針の体系における相関関係を示しています。方針で掲げる理

念、職員のあるべき姿、行動指針に対応する主な取り組みを示しており、理念

の実現に向けて、人材育成の取り組みを推進していきます。 

 

 

1.職員のあるべき姿に向けた 

意識改革への育成の主な取り組み 

≪方針体系相関図≫ 

理 念 職員のあるべき姿 職員の行動指針

一人ひとりの考量と行

動で、ひらかたを“最

高のまち”に

～すべての仕事はだ

れかのために

Always 

Challenging～

枚方市に関わる

すべての人のた

めに誠意をもって

全力を尽くす職員

熱意を持ち、自ら

考え行動する職員

変化・変革を恐れ

ず、未来に向かっ

て挑戦する職員

対応する取り組み

自己研鑽への支援促進

創造性が発揮される組織風土

への意識改革

研修メニュー・手法の継続的

改善

各職場での知識、技術の継承

高度な市民サービスの提供に

向けた公民連携や多様な人材

の確保

人事諸制度によるモチベー

ションの向上

自然災害や感染症等の危機事

象に備えた人材育成及び意識

【行動指針１】

市民感覚を持ち、市

民に寄り添って対話

をすること

【行動指針２】

責任感と高い倫理感

を持ち、職務を全う

すること

【行動指針３】

目的意識を持ち、自

分事として行動する

こと

【行動指針４】

公務員としての役割

を認識し、成長し続け

ること

【行動指針８】

新たな発想・アイデア

で、枚方の未来をデ

ザインすること

【行動指針５】

相手の意見を傾聴し、

思いやり・協調を重ん

じること

【行動指針６】

全員経営の視点を持

ち、周囲に歩み寄り

衆知を結集すること

【行動指針７】

自らの考えを言語化

し、根拠を明らかにし

て物事を進めること
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2.職員のあるべき姿実現のための 

人事諸制度の改編 

人事諸制度による 

モチベーションの向上 

人事評価制度において、チャレンジ精神を持ち、能力を存分に発揮して

いる職員を適正に評価するとともに、当該能力を発揮している職員への加

点といった要素も取り入れます。また、下位評価となった職員に対してレ

ベルアップにつながるよう、指導育成制度の充実を図ります。 

また、職員の知識・技能をあらゆる場面で発揮することができるような

人材育成・活用を進めることで、組織力や職員のモチベーション向上を図

るとともに、自らのキャリアについて考える機会を提供し、キャリアアッ

プや自らが思い描くキャリア実現に向けた意欲の促進を図ります。 

そのほか、評価項目の着眼点では評価できない部分を評価するため、職

員表彰制度については、職務外の活動に加えて職務内容についても表彰対

象とするとともに、職員提案制度についても、より提案しやすい仕組みづ

くりや意見が活かされる組織風土づくり、提案内容の実現に向けた支援に

係る検討を進めることで職員のモチベーション向上につなげ、組織の活性

化を図っていきます。 
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自己研鑽への支援促進 

2.職員のあるべき姿実現のための 

人事諸制度の改編 

組織力を高めるためには、職員一人ひとりが組織の目的、自身の役割を

理解し、個々の状況や能力に応じて伸ばしたい能力を身につける自発的な

スキルアップも欠かすことはできません。 

通信研修の受講や職務に関係した国家資格の取得などの、職員が自主的

に行う自己啓発活動について費用の補助を行うなどの支援を行います。制

度の運用にあたっては、資格取得を目指す際、有資格者とのマッチングを

行い、資格取得に向けたアドバイスを受けられるサポート制度や、業務と

の関連性に応じた補助金額の見直しを行うなど、より効果的な人材育成の

制度となるよう取り組みます。 

また、より幅広い能力開発を支援するため、大学等の課程の履修や国際

貢献活動といった、長期にわたる自己啓発活動を希望する職員に対する支

援も行います。 

その他、自己啓発・自主研究グループの活動内容のＰＲや、自己啓発活

動として実施できる通信研修メニューなどの情報の提供、職場・職域を超

えた職員同士の成長を目的とした自主勉強会（オフサイトミーティング）

の推進などの取り組みにより、職員の自己研鑽を支援します。 

33



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

創造性が発揮される 

組織風土への意識改革 

2.職員のあるべき姿実現のための 

人事諸制度の改編 

業務遂行においては、漫然と毎年同じやり方で実施するのではなく、市

民目線で常により良いものにしていこうとする視点が求められます。その

ためには、すべての職員が、同じ思いを持って業務に臨めるよう、経営層

の職員は組織としての目標や方向性を明確にした上で、リーダーシップを

とって率先垂範し、管理職員は、所属職員と対話を行い組織の目標を共有

することが大切です。 

また、管理職員は部課の職員に求めることや期待することを明確に伝え

るなど、常に人材育成の視点を持ち、積極的にコミュニケーションを図る

機会を創出するとともに、担当職員の意見を聞き入れる意識を持ち、そし

て、担当職員は、組織の目的を達成するための方法を柔軟に考え、事業立

案・企画を積極的に行うことで、職員の創造性が発揮される職場風土をつ

くることができます。 

各職場において、そういった取り組みが積極的に行われるよう、政策立

案プロセスを実際に経験できるアクティブラーニング型研修（ＥＢＰＭ研

修[確かな根拠に基づく政策立案]）などを実施し、意識改革に取り組みま

す。 
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研修メニュー・手法の継続的改善 

2.職員のあるべき姿実現のための 

人事諸制度の改編 

在職年数や職制に関わらず、新たな政策課題や複雑・多様化する行政課

題に対応し、行政サービスの向上を図っていくために必要な能力を身につ

け（リスキリング）、求められる役割の中で職員が知識・技能を向上（ス

キルアップ）していけるよう、研修メニューを年度ごとに検証し、改善し

ます。 

よりニーズに応じた効果的かつ魅力的な研修を実施できるよう、研修担

当職員の育成に取り組み、テーマ選択制や、少人数の専門職などを対象と

した広域での研修を実施するとともに、外部研修や、eラーニング研修・

オンライン研修の活用など、研修テーマにあわせて、より効果的な研修手

法の検討を行います。 

さらに、市民ニーズを的確に把握する手法を学ぶことに加え、民間企業

の事例や、庁内における成功事例、地域経営の視点を研修等で周知を行う

とともに、豊富な知見や先進的な情報を収集し、迅速かつ的確に生かして

いくため、国や大阪府等に職員を派遣します。また、多数の職員が講師を

経験することで、知識やプレゼンテーション力の向上が期待できる研修メ

ニューについては必要に応じて内製化するなど、様々な角度から職員力の

向上を図ります。 
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各職場での知識・技術の継承 

2.職員のあるべき姿実現のための 

人事諸制度の改編 

公務員としての基礎的な能力を習得するためには、各職場において、積

み重ねられた知識や技術等をしっかりと継承することが求められます。各

職場における基本的な業務や、法令・予算・庶務などについて、特定の職

員に任せるのではなく、若手職員のうちに習得・経験できるよう計画的に

OJT を行い、市職員として必要な基本能力の底上げを図り、組織力の向

上につなげます。 

また、長期在課職員や高齢期職員、各専門職、派遣研修の参加者をはじ

めとした、様々な職員が持つ考え方・スキルなどを各職場で共有すること

も、職員の成長にとって非常に重要です。そのため、知識や技術を継承・

共有するための職員研修の実施など、各職場でのOJT や技術継承が効果

的に行われるような取り組みを進めます。 
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自然災害や感染症等の危機事象に 

備えた人材育成及び意識改革 

2.職員のあるべき姿実現のための 

人事諸制度の改編 

近年の大阪北部地震や台風などの自然災害、また新型コロナウイルス感

染症などの様々な危機事象においては、市民の生命と財産を守るという地

方自治体に求められる役割を果たすため、組織的な対応を行うことが必要

です。組織的な対応を行うためには、職員の資質・能力、対応力の向上は

もちろんのこと、事象発生の際に職員同士の協力体制を構築できるよう、

常日頃から職員一人ひとりが、市民の安全と安心のため、組織の一員とし

て自身の果たすべき役割を考えることが求められます。 

危機管理部門と協力しながら、各種訓練等の充実により、職員一人ひと

りのリスク対応力の向上を図るとともに、方針に掲げる協調、協力の意識

付けの徹底を図ります。 
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高度な市民サービスの提供に向けた 

公民連携や多様な人材の確保 

2.職員のあるべき姿実現のための 

人事諸制度の改編 

公務職場に留まらない幅広い能力開発を行うことができるよう、公民連

携による多様な研修を実施し、民間企業の考え方やスキルなどを習得する

ことで、職員個々の能力を高め、考える力を養い、組織力の向上につなげ

ます。 

さらに、外部人材の専門的な知見や、行政の考え方に捉われない柔軟な

発想を活用することにより、デジタル化や創業支援の強化など、より高度

な市民サービスの提供を実現するとともに、その業務遂行のノウハウを習

得することで、市職員として必要な基本能力の底上げを図ります。 

また、限られた人材で、多様な行政課題に的確かつ持続的に対応してい

くため、様々な経験や知識・技能を持った人材を確保することが必要です。

そのため、本市における公務の魅力を広く情報発信するとともに、試験方

法や応募要件等について、実情に応じて年度ごとに検討をします。そして、

経験年数等に応じた研修や職場でのＯＪＴ、メンター制度の活用等、採用

後のフォロー体制を整備し、採用者の職場への定着や育成につなげていき

ます。 
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「対話」とは、物事を一緒に意味づけ、あるいはその意味づけを確認し、新しい関

係性を構築するプロセスのことを言います。では、「物事を意味づける」とは、どうい

うことでしょうか。 

少し難しい表現ですが、物事そのものには意味がなく、人が物事に意味づけを

行うことで物事は意味を持ち、その意味を通して様々なことを理解することができ

ます。そのため、意味づけが違うと誤解や混乱が生じます。そこで、相互理解のため

には、その意味づけを一緒に行う（対話する）ことが必要となり、対話が行われな

いと、同じ方向を向いているのに衝突が起きることがあります。 

対話の途中においては、考えが変わることを受け入れることも大切です。意見の

違いを指摘するのではなく、双方の意見を共有財産として、なぜ自分の考えと違う

のかをそれぞれが一緒に考え、もう一度見直してみることも必要かもしれません。 

こうした対話を行い、認識をすり合わせて他者を理解することができれば、双方の

意見が結び付き、一人では気が付かないようなアイデア（納得解）と信頼関係が

生まれることが期待されます。 

 

【“対話”とは】 
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解決のための考え方の１つとして「ロジカルシンキング」があります。各種課題に

対し適切に判断するため、解決手法・案を論理的かつ客観的に整理する手法で

す。モレ・ダブリなくといったMECEという考え方を研修で学び、業務上活用されて

いる方もいらっしゃると思います。 

ロジカルシンキングに加え、課題解決のための考え方として「デザイン思考」が

脚光を浴びています。市民・事業者に向けたこれまでの行政サービスは、必ずしも

利用者のニーズに沿っていると言えない部分がありました。この状況を脱却するた

め、「デジタル・ガバメント推進方針（※１）」では、利用者中心の行政サービス改

革推進の考え方として「サービスデザイン思考」を取り入れる、としています。「デザ

イン思考」は、利用者目線で仮説をたて、プロトタイプ（※２）を作り、検証し、繰り

返して改善を重ねながら具体化する創造的プロセスのことを言います。「デザイ

ン」は「設計・創意工夫」として捉えていただくとイメージしやすいと思います。 

 

 

 

  

業務にて「デザイン思考」を取り入れることができるよう、人事課では政策立案

プロセスを実際に経験できるアクティブラーニング型研修などを取り入れていま

す。当該研修では、業務のあるべき姿を検討し、その行政サービスの業務の流れ

（ストーリー）を可視化した上で効果を算出する等し、より市民目線に立った施策

を立案するといった考え方を体験することができます。 

 

※１ H29年 5月 30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略会議決定 

※２ 基本的な設計に問題がないかを確認するための試作品のこと 

 

【“ロジカルシンキングとデザイン思考”とは】 
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第３章 

 

デジタル人材の育成 

 

 

生産年齢人口が減少する中、多様化、複雑化する地域課題

に対応していくには、デジタル技術を活用して業務のあり方

そのものを変革する「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ

ン）」を進めていかなければいけません。 

全庁的にＤＸを推進し、組織変革を進めていくため、デジタ

ル人材の育成に向けた取り組みを進めていきます。 
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  デジタル人材の育成 

 

項目 

 

 

１．デジタル人材の定義 

２．デジタル人材育成の取り組み 
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 DXを推進していくためには、全職員が果たすべき役割を認識し、行動していく

ことが必要となります。それぞれの職制・区分ごとに果たすべき役割を下記のと

おり設定します。 

※情報システム部門以外の IT枠職員については、より高度なデジタル技術を活用し
て、各配属職場における課題解決を図るとともに、ＤＸの推進にあたり中心的な役割
を担い、施策立案を行う。 

職制・ 

区分 
果たすべき役割や行動 

経営層の

職員 

DX推進の風土醸成 

▶ DXの視点を取り入れた行政経営の実現 

 ▶ 目指す姿が明確で風通しの良い職場づくり 

 ▶ 職員が主体的に動けるようモチベーション向上のための環境づく

り 

管理職員

（次長） 

部内のＤＸの取り組みを牽引 

 ▶ 各部において、ＤＸ推進の取り組みが進められるよう、中心となっ

て指揮・監督 

 ▶ 全庁での連携、庁内各部との調整 

管理職員

（課長） 

各所属のＤＸの取り組みの推進・マネジメント 

 ▶ 所属のＤＸ推進の取り組みの実現に向けた指揮・監督 

 ▶ 部・次長とも連携し、目指す姿を明確に、主体的に動ける環境づく

り 

情報シス

テム部門

職員 

各分野におけるＤＸの取り組みのマネジメント 

 ▶ ＤＸ推進のための施策立案 

 ▶ 各課のＤＸ推進リーダー等に対する支援 

DX推進

リーダー 

各所属のＤＸを推進する中心的な役割 

 ▶ 課内の中心となってＤＸ推進に向けた施策を立案、実現に取り組

む 

 ▶ DX推進のための知識・技術を身につけ、デジタル技術を活用し

た業務改善・業務改革に取り組む 

全職員 積極的な業務遂行者 

 ▶ 業務全体の流れを把握し、様々なデジタルツールを活用しながら

業務を行う 

 ▶ ＤＸの必要性について理解し、ＤＸ推進リーダーに協力しながら業

務改善・業務改革に取り組む 

１．デジタル人材の定義           

１．デジタル人材の定義 
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それぞれの職制・区分ごとに役割を果たすため、必要なスキルを習得すること

ができるよう、DX推進課と連携して研修メニューを構築し、外部研修等も活用し

ながら、デジタル人材の育成を進めていきます（詳細は、「デジタル人材育成計画」

に掲載）。 

 経営層の職員をはじめとする管理職員には、DXを推進するための風土を醸成

するため、DXの理念や考え方等について、高度専門人材を活用しながら研修を

実施し、意識改革に取り組みます。 

 情報システム部門職員や情報システム部門以外の IT枠職員は、各課の取り組み

を支援したり、配属部署において中心となってDXの推進に向けた施策立案をし

たりすることができるよう、デジタルについての専門知識や先行事例等、絶えず

情報収集を行うことが求められます。そのため、常に知識をアップデートしていけ

るよう、外部研修等を活用していきます。 

 DX推進リーダーの育成にあたっては、職員が持つ知識やスキル等を把握しな

がら、複数年にわたり、段階的に研修を実施し、継続した取り組みを進めていきま

す。 

 さらに、すべての職員がDXの必要性を認識し、業務に取り組むことが必要で

あることから、新入職員や新任者を対象に、定期的に研修を実施していきます。 

２．デジタル人材育成の取り組み 

２．デジタル人材育成の取り組み           
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第４章 

 

より良い人材育成のために 

 

 より良い人材育成を推進するためには、職員同士が信頼関

係を築くことができ、心身ともに健康で安全・安心に働くこと

ができる職場環境が基本となります。 

そのために、お互いを認め合い、日ごろから職員同士のコ

ミュニケーションがとれる風通しのよい職場環境づくりを推

進するとともに、職員のメンタルヘルスなどの健康管理やワ

ーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）にも配慮した取り

組みを進めていきます。 
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より良い人材育成のために 

 

項目 

 

 

１．働きやすい環境づくり 
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すべての職員がお互いを尊重しあえる職場環境を構築するためには、多様な

人材の多様な考えを受け入れる組織風土の醸成が重要です。人の内面にある、

あらゆる価値観や考え方などの多様性を受容し、相手の立場に立って考えるこ

とのできる感覚をすべての職員が身につけるため、「枚方市職員人権研修基本

方針」に基づく継続的・体系的な人権研修を行い、あらゆる差別やハラスメン

トを許さない職場づくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

全国的にメンタルヘルス不調者が増加傾向にある中、本市においても職員の

メンタルヘルスケアに関する取り組みは対応すべき重要な課題の一つです。 

 本市のメンタルヘルス対策を体系的に整理し、計画的かつ継続的に実施し

ていくために策定を進めている「枚方市職員 心の健康づくり指針」を基に、

引き続き、専門スタッフによる相談窓口などのサポート体制を整えるととも

に、ストレスチェック制度、セルフケア研修、管理職を対象にしたラインケア

研修等を実施し、メンタルヘルス不調の未然防止策に取り組みます。また、メ

ンタルヘルス不調となった場合には、「職場復帰に向けたしおり」の活用や面

談等によるフォロー体制の充実により、職場復帰の支援、再発防止に取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．働きやすい環境づくり 

（１）人権・多様性尊重の職場づくり                       

（２）メンタルヘルスケアの取り組み                       
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多様化かつ複雑化する行政課題に的確に対応し、市民ニーズに応えるために

は、職員一人ひとりが心身ともに健康で、その能力を十分に発揮できる環境を

整えることが重要です。 

そのためには、職員のワーク・ライフ・バランスの充実は必要不可欠な要素

であり、長時間労働の縮減のための取り組みの推進をはじめ、時差勤務制度や

テレワークの活用を継続するとともに、年次有給休暇、育児休業の取得促進な

ど、職員一人ひとりの置かれている生活状況に応じて、柔軟に働くことのでき

る職場環境の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 職員一人ひとりがその能力を最大限に発揮するためには、自らの業務にやり

がいを感じ、意欲をもって働くことのできる職場環境の整備が必要です。ま

た、職員の組織に対する思い入れや愛着を高めることができるよう取り組みを

進めていくことが大切です。 

 そのために、まずは職員が組織についてどのように捉えているのか、「エン

ゲージメント（働きがいや愛着心）」を把握し、その結果から組織の現状、課

題を明らかにして、「エンゲージメント」向上のための効果的な取り組みを進

めていきます。 

  

  

（３）ワーク・ライフ・バランスの推進                       

１．働きやすい環境づくり 

（４）職員のエンゲージメントの向上                       
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この基本方針は職員一人ひとりの成長を支えるため、すべての職員に共通す

る基本的な事項について記載したものです。 

前提として、人材育成を行うためには、職員がやりがいをもって働くことが

できる職場環境を構築することが求められます。そうした職場環境を構築する

ためには、思いやりと協調の気持ちを持ち、信頼関係を築くことができるよ

う、管理職員をはじめとして、すべての職員が心掛けなければなりません。 

そうした職場環境で働くことではじめて、「より成長したい」「より良いサー

ビスを提供したい」といった気持ちが芽生え、自ら考え、納得感を得て仕事を

行うことができます。市職員としての成長は、当然市民や市に関わる方へのサ

ービス向上のために求められるものですが、それだけではなく、職員自身の充

足感を高めるものでなければなりません。職員の充足感が伴う成長であれば、

より一層の市民サービスへの向上へとつながる相乗効果を生むことができま

す。 

限られた経営資源を有効に活用し、市民サービスを向上させるためには、そ

うした職員の成長が欠かせません。 

この人材育成基本方針に基づき各職員が成長することで、枚方市に関わるす

べての人にとって、ひらかたが「最高のまち」となるよう、組織一丸となって

人材育成の取り組みを進めます。 

 

  

おわりに                       

おわりに 
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１．策定の趣旨 

人口減少・少子高齢化による労働人口の減少が進む中、今後本市では、限られた職員数

で行政サービスの質を維持し、提供し続けることが求められています。そのためには、デ

ジタル技術を活用して業務のあり方そのものを変革する「ＤＸ（デジタル・トランスフォ

ーメーション）」の推進が不可欠です。 

しかしながら、本市の現状として、令和６年９月に実施した職員アンケートでは、「あ

なたの職場では、ＤＸが進んでいると感じますか？」という問いに対して、「とてもそう思

う」「そう思う」と回答した割合は 23%と低く、職員のデジタル技術に対する認識の低さや

デジタル技術に精通した職員が少ない等の声があがっています。 

また、令和５年 12 月に国において策定された「人材育成・確保基本方針策定指針（総

務省）」では、デジタル人材の育成・確保に関する検討事項が示されており、「高度専門人

材、ＤＸ推進リーダー、一般行政職員ごとに想定される人材像や役割を整理し、育成・確

保を推進」することが求められています。 

このような背景を踏まえ、職員自らＤＸを推進できるよう、職員に求められる能力や人

材像を設定した上で、身につけるべき能力を体系的に整理し、目標を定め、効果的な育成

を図るため「枚方市デジタル人材育成計画」を策定するものです。 

 

２．本計画の位置づけ 

 本計画は、平成 25 年１月に策定した職員の情報スキルを向上させるための取り組み方針

「情報スキル向上計画」の内容を踏まえたうえで、よりＤＸを推進する人材の育成に焦点

を当てる形で同計画を策定するものです。 

また、本市においては、「枚方市人材育成基本方針」に掲げた「第３章 デジタル人材の

育成」及び「枚方市情報化基本計画」が定める「民間ＩＴ人材の登用、内部デジタル人材

の育成の推進」を行うための具体的な計画として、本計画を位置づけるものです。 

    

３．本計画の対象期間  

本計画は、「枚方市人材育成基本方針」の計画期間と合わせ、今後一体的に推進していく

ため、令和７年度から令和９年度までの３年間とします。 

なお、社会環境や国の動向等について大きな変化があった場合には、必要に応じて計画

内容の見直しを実施するものとします。 

 

 

 

第１章 本計画策定の背景 
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「デジタル人材」とは、ＩＣＴ技術を適切に活用した業務プロセスの見直しやデータ分析

を行い、新たなテクノロジーや変化に対応し、効率的かつ効果的な行政サービスを提供する

能力を持つ人材のことを指し、併せて情報セキュリティに対する知識も求められます。 

本計画では、デジタル人材を「管理職」、「高度専門人材」、「情報システム部門職員」、「Ｄ

Ｘ推進リーダー」、「全職員」、「業務システム担当者」に分類し、それぞれの役割を定義しま

す。 

 

１．デジタル人材育成の目的 

デジタル人材育成の目的は、育成された人材が活躍し、限られた人的資源のなかでも、現

状の行政サービスを維持・向上させることです。そのためには、人材の育成自体を目的化せ

ず、実践的な人材育成プログラムを構築することが重要です。 

本市では、令和５年度より、各課にＤＸ推進リーダーを設置、令和６年度にはＤＸ推進リ

ーダーや全管理職へＤＸ研修を実施し、ＤＸ推進の必要性に関する理解や意識醸成を行うな

ど、ＤＸ推進に向けた人材育成の取り組みを進めてきました。 

令和７年度以降の取り組みとして、継続的にＤＸを推進できる人材の育成を行います。 

 

２．デジタル人材の定義 

デジタル人材区分 役割 

管理職 経営層の

職員 

・市の施策を決定する際において、ＤＸの必要性を認識のう

え、組織全体のＤＸを推進するためのリーダーシップを発揮す

る。 

・ＤＸ推進の風土を醸成し、目指す姿が明確で風通しの良い職

場を創る。 

・職員が主体的に動けるよう、モチベーション向上のための環

境づくりを行う。 

次長 ・各部において、ＤＸ推進の取り組みが進められるよう、中心

となって指揮・監督を行う。 

・全庁での連携、庁内各部との調整を行う。 

課長 

課長代理 

・各所属のＤＸの取り組みの推進・マネジメントを行う。 

・所属のＤＸ推進の取り組みの実現に向けた指揮・監督を行

う。 

・部・次長とも連携し、目指す姿を明確に、主体的に動ける環

境づくりを行う。 

 

 

 

 

第２章 デジタル人材育成の目的と定義 

53



枚方市デジタル人材育成計画 

 

  3 

 

デジタル人材区分 役割 

高度専門人材 豊富な知識・経験を有する人材を外部から登用し、各事業に

対する ＤＸの推進・デジタル技術の活用のサポートやコンサ

ルティングなど、迅速な支援を行う。 

情報システム部門職員 情報システム部門にて、ＩＴ資格枠職員（※１）を中心にＤ

Ｘ推進のための施策立案に取り組むほか、ＤＸ推進リーダー

等への提言・取り組みに対して支援・助言を行う。また、よ

り高度なデジタル技術や専門分野の知識の習得を目指す。 

DX推進リーダー レベル３ 各課の業務プロセスを見直し、デジタルツールも活用しなが

ら業務改善・改革を行うことができる。 

レベル２ レベル１より応用的なデジタルスキル・知識を習得し、デジ

タルツールの適用場面を検討・活用しながら業務改善を進め

ることができる。 

レベル１ ＤＸに必要なマインド・スタンスやデジタルスキル・知識を

習得し、現状の業務の問題点に気づき、課題解決に向けた取

り組みを行うことができる。 

全職員 ＤＸの必要性について理解したうえで、ＤＸ推進リーダーと

協力して業務の改善に取り組む。 

業務システム担当者 制度改正や業務改善のためのシステム改修・更新等が適切に

行えるための知識を習得したうえで、必要な調達事務や委託

事業者の管理を行うとともに、所管する業務システムの運用

を行う。 

 

（※１）職員採用試験において「事務職（IT 資格）」の区分（民間企業等における職務経験が

あり、IT に関する資格を有する者を対象）で採用された職員。なお、情報システム部門職員

以外の IT 資格枠職員は、より高度なデジタル技術を活用して、各配属職場における課題解決

を図るとともに、ＤＸ推進の中心的な役割を担い施策立案を行う。 
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１． 身に付けるスキル領域 

 デジタル人材は、職員として求められる資質や能力の保有を基本とし、「ＩＣＴ」「データ」

「デザイン」の３領域の能力を身に付けるものとします。「ＩＣＴ（情報通信技術）」の領域

では、ＩＣＴを正しく理解し、効率的に利活用できるスキルを身に付けます。「データ」の領

域では、データの重要性を理解し、適切に取り扱う知識やスキルを身に付けます。「デザイ

ン」の領域では、サービスの先にある利用者を理解し、利用者の本質的なニーズを見つけ、

課題を再定義する”デザイン思考”に関する知識やスキルを身に付けます。役割や業務に応

じて、３領域の知識やスキルを高めることを目指します。 

 

 【図表 1-1 身に付ける３領域の能力】 

 

  

 

２． 求められるスキル 

 デジタル人材の役割や人材イメージを踏まえた、より専門的な知識の習得及びＩＣＴ活用

能力の向上を図るためスキルを以下のとおり整理し、研修を実施します。 

デジタル人材区分 求められるスキル・知識 

管理職 経営層の職員 ・自治体ＤＸ基礎知識（組織の戦略視点での自治体

ＤＸへの理解） 

次長 ・自治体ＤＸ基礎知識（ＤＸの理解を踏まえた部内

横断的な調整能力やリーダーシップ） 

課長 

課長代理 

・自治体ＤＸ基礎知識（ＤＸ推進のためのマネジメ

ント力） 

・情報セキュリティ対策知識 

・データ利活用スキル 

 

 

 

第３章 デジタル人材に必要なスキル 
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デジタル人材区分 求められるスキル・知識 

情報システム部門職員 ＤＸ推進リーダー（レベル 3）のスキル・知識に

加えて 

・ノーコード・ローコードツール構築スキル 

・RPA・AI-OCR構築スキル 

・情報セキュリティインシデント対応能力 

ＤＸ推進リーダー ※第 4 章ＤＸ推進リーダーの育成スケジュール(1)

ＤＸ推進リーダースキルマップを参照 

全職員 ・自治体ＤＸ基礎知識 

・情報セキュリティ対策知識（業務を行う上で身に

付けるべき基礎的な知識） 

業務システム担当者 ・システム調達・運用スキル・知識（クラウドに

関する事を含む） 

・情報セキュリティ対策知識（システムを調達・運

用するときに必要な知識） 
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ＤＸ推進リーダーは、レベル１から段階的に研修を受講し、デジタルスキルや実践的な業

務改善スキルなどのレベルアップを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） DX推進リーダーのスキルマップ 

スキル スキル内容 DX推進リーダー
レベル３ レベル２ レベル１

リーダーシップ
リーダーとしてＤＸ推進にかかるプロジェクトを企画・立
案し、関係者と連携して業務を進めることができる。

● ● ●

DX基礎
ＤＸが必要とされる社会的背景や考え方を理解し、ＤＸに
かかる基本的な知識を有している。

● ● ●

ICT基礎 ICTに関する基礎的な知識を有している。 ● ● ●

データ利活用 基礎 データ利活用に関する基礎的な知識を有している。 ● ● ●

データ利活用 応用
データを活用して業務の課題解決や新たな価値創出ができ
る。また、統計やデータ等客観的な証拠に基づき政策立案
を行うことができる。

● ●

デザイン思考 基礎 デザイン思考の基本的な考え方について理解している。 ● ● ●

デザイン思考 応用
サービスの先にある利用者を理解し、利用者の本質的な
ニーズを見つけ、課題を再定義する考え方ができる。

● ●

BPR基礎 BPRの基本的な考え方について理解している。 ● ●

BPR応用
業務フローが作成でき、業務プロセス、業務パフォーマン
スを可視化し、業務分析・改革ができる。

●

●：必要となるスキル
★：業務により求められるスキル

 

第４章 DX推進リーダー育成スケジュール 

DX の基礎的な知識やスキルを身に付け、DX の必要性を理解

し、現状の問題点に気づける力を養う。 

これまで習得したスキル・知識を活用し、各課の業務フローを

見直し、業務改革を実施できるようになる。 

デジタルスキル・知識を習得し、デジタルツールの適用場面を

検討でき、活用しながら業務改善ができるようになる。 

各レベル研修の目的 
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スキル スキル内容 DX推進リーダー
レベル３ レベル２ レベル１

ノーコード・ローコードツール活
用

ノーコード・ローコードツールに関する基礎的な知識を有
し、適用場面について検討できる。

● ●

ノーコード・ローコードツール構
築

ノーコード・ローコードツールを用いて簡易なツール、シ
ステムを構築し、問題解決を行うことができる。

★

生成AI活用 生成AIを活用し、業務改善ができる。 ● ● ●

手続きのオンライン化
電子申請システム等のツールを用いて手続きのオンライン
化を行う行うことができる。

● ● ●

RPA・AI-OCR活用
RPA・AI-OCRに関する基礎的な知識を有し、適用場面につ
いて検討できる。

● ●

RPA・AI-OCR構築
RPA・AI-OCRを用いてシステムを構築し、問題解決を行う
ことができる。

★

情報セキュリティ 基礎 情報セキュリティに関する基礎的な知識を有している。 ● ● ●

情報セキュリティ 応用
業務改善においてシステムを活用するにあたり、システム
やネットワーク構成などを理解したうえで必要な情報セ
キュリティ対策が実施できる。

●

●：必要となるスキル
★：業務により求められるスキル
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（２） ＤＸ推進リーダーの育成スケジュール 

令和７年度から令和９年度の育成スケジュールは以下のとおりです。毎年度、研修の振り

返りを実施し、年度ごとに見直しを行います。なお、必要な研修を修了したことをもって、

レベル１～３を認定します 

 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

レ ベ ル

３ 

            

レ ベ ル

２ 

            

レ ベ ル

１ 

            

（※２） 高度専門人材の支援を受けながら各課の業務改善・改革を実施。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DX基礎 

業務課題の発見 解決方法の検討 

各課の業務改善活動を推進する 

共
有
・
報
告
会 

ワークショップ・相談会 ※２ 

情報セキュリティ 

（基礎） 

ワークショップ・相談会 ※2 

 

BPR（基礎） 

データ利活用 

（応用） 

情報セキュリティ 

（基礎） 

デザイン思考 

（応用） 

各課の業務改革を推進する 

ワークショップ・相談会 ※2 

 

情報セキュリティ 

（基礎・応用） 
BPR（応用） 

データ利活用 

（基礎） 

 

デザイン思考 

（基礎） 

 生成 AI活用 

ICT基礎研修（動画研修等） 

各ツール活用研修 
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（３） ＤＸの実践に繋げるために 

本計画では、人材育成から実践的なＤＸに繋げることを目的とします。そのため、研修

のカリキュラムにおいても実践的な課題解決に取り組む内容としています。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、ＤＸの推進は、ＤＸ推進リーダーを中心とした取り組みとしていますが、あらゆ

る業務で当たり前のもとして位置付ける必要があり、全ての職員が各々の役割に応じてＤ

Ｘ推進のための取り組みを行うことが求められます。 

 また、全庁的にＤＸの推進が取り組めるよう、毎年各部署で取り組んだ事例の共有を行

い、横展開していきます。 

 

（４） ＤＸ推進リーダーレベル別の到達目標人数 

 ＤＸ推進リーダーは、原則所属長が毎年指名するものとし、指名された職員は、所定の研

修を受講するものとします。また、令和７年度～令和９年度に以下の職員数が各レベルに到

達することを目標とします。 

 

※ 本取り組みは、令和６年度から実施しており、60 名がＤＸ研修、デザイン思考、データ

利活用の本計画に示すＤＸ推進リーダー（レベル１）相当の研修を受講しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX推進リーダー 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

レベル３ 0人 10人 30人 

レベル２ 20人 40人 60人 

レベル１ 100人 

(※令和 6年度の受

講者 60名を含む) 

130人 150人 

実践的な課題解決は以下の流れで実施します。 

・受講した研修を踏まえ、年間で取り組むべき、各課の業務課題の抽出。 

 

・高度専門人材や情報システム部門職員の支援を受けながら、課題解決の方向性などを検討。 

 

・デジタルツールの活用も含め、各課の業務改善・改革を実施。 
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用語 説明 

ＤＸ Digital Transformationの略で、デジタル技術やデータなどを活用し、新

たな発想で生活やビジネスモデル・サービスなどを変革させること。  

マインド・スタンス 社会変化の中で新たな価値を生み出すために必要な意識・姿勢・行動のこ

と。 

デザイン思考  サービスやビジネスを構築する際に、ユーザーがどのように考え、どのよ

うに行動するかを理解した上で、ユーザーのニーズに合ったサービスや解

決策をデザイン（設計）しようとする考え方のこと。  

ＢＰＲ Business Process Re-engineeringの略であり、業務改革のこと。既存の

組織や業務を抜本的に見直し、ユーザーの視点に立って、業務プロセス全

体について再構築すること。  

ノーコード・ 

ローコードツール  

ソースコード（プログラミング言語など）を書かない、もしくは少ないソ

ースコードでシステム構築やアプリケーション開発ができるツールのこ

と。  

AI Artificial Intelligenceの略で、人口知能と訳され、人間の知的ふるま

いの一部を、ソフトウェアを用いて人口的に再現したもの。 

生成 AI 人間のように新しいデータを作り出す能力を持つ AI の一種です。データ

やパターンを学習し、それを基にオリジナルのコンテンツや情報を生成し

ます 

RPA Robotic Process Automationの略であり、人間が行っている日常的な業務

プロセスを自動化することを目指すソフトウェアのこと。 

AI-OCR AIを活用し、紙や画像上の文字をデジタルデータとして読み取り、コンピ

ュータが理解できる形に変換する技術のこと。 

※AIを用いたOCRは、従来のOCR技術に比べて、様々な書体やフォーマット

に対応でき、認識精度も高いため、時間と手間を大幅に削減することがで

きる。 

ガバメントクラウド 国のすべての行政機関や地方自治体が共同で行政システムをクラウドサー

ビスとして利用できるようにした「IT基盤」のこと。 

情報セキュリティ 

インシデント 

情報セキュリティ事象の中でも事業運営における危険度の高いもののこ

と。 

 

 

用語の定義 
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人材育成基本方針理解度・到達度確認アンケート集計結果 
 

１.調査概要 

目   的 
本方針の中間見直しに向け、「枚方市人材育成基本方針」に示す「職員のあ

るべき姿」や「職員の行動指針」の理解度・到達度等を確認するため 

期   間 令和６年９月 20日(金)～10月４日(金) 

方   法 無記名 グループウェアのシステムの活用および書面でのアンケート 

回答者数 779人（回答率 32.0％） 

 

２.回答者の属性                ［単位：人］ 

職 職員数 回答数 回答率 

理事・部長級 20 ６ 30.0% 

参事・次長級 42 10 23.8％ 

副参事・課長・主幹 161 58 36.0％ 

課長代理・副主幹 247 93 37.7% 

係長・監督 384 104 27.1％ 

主査・業務主査 96 31 32.3％ 

主任・班長・副班長 962 227 23.6％ 

係員 526 205 39.0％ 

無回答 － 45 － 

計 2,438 779 32.0％ 
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３．回答結果   

 
Q. 職員のあるべき姿１「枚方市に関わるすべての人のために誠意を持って全力を尽くす職員」について、あ
なたはどの程度近づけている（到達できている）と思いますか？ 

※最も近づけていると思う場合を 10とする 10段階で自己評価 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. 職員のあるべき姿２「熱意を持ち、自ら考え行動する職員」について、あなたはどの程度近づけている
（到達できている）と思いますか？ 

※最も近づけていると思う場合を 10とする 10段階で自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～３, 

5.9%

４～６, 

39.2%
７～１０, 

54.9%

「枚方市に関わるすべての人のために誠意

を持って全力を尽くす職員」の到達度

１～３, 

7.0％

４～６, 

39.3%

７～１０, 

53.7%

「熱意を持ち、自ら考え行動する職員」の

到達度
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Q. 職員のあるべき姿３「変化・変革を恐れず、未来に向かって挑戦する職員」について、あなたはどの程度
近づけている（到達できている）と思いますか？ 

※最も近づけていると思う場合を 10とする 10段階で自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. 以下の行動指針のうち、意識して取り組めているものにチェックを入れてください（複数選択可）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.8%

61.7%

53.8%

42.4%

67.7%

20.9%

36.8%

15.3%

10.0% 30.0% 50.0% 70.0%

市民感覚

責任・倫理

目的意識

公務・成長

傾聴・協調

全員経営

言語化

デザイン

行動指針のうち意識して取り組めているもの

１～３, 

12.6%

４～６, 

44.4%

７～１０, 

43.0%

「変化・変革を恐れず、未来に向かって挑戦

する職員」の到達度
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Q.すべての職員が「職員のあるべき姿」に近づき、「職員の行動指針」を意識して取り組むために必要だと思

うものを以下より選択してください（複数選択可）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48.7%

35.7%

56.6%

48.1%

40.7%

38.0%

47.1%

51.3%

4.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

職場が自分自身に対して期待しているものは

何かを理解できていること

市のビジョン・ミッションを理解し、

納得できていること

仕事において日々自分の力を発揮できる機会

を与えられていること

良い仕事をしたと認められたり褒められたり

する機会があること

上司や同僚に気にかけてもらっていること

自分が成長するよう励ましてくれる人が

いること

職場で自分の意見を取り入れてもらえている

こと

学んで成長できる機会を与えられていること

その他

あるべき姿に近づき、行動指針を意識するために

必要なもの
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